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はじめに 

2017年 9 月 1 日、ケニアの最高裁が下した判断
は、ケニア国民にとどまらず世界中を驚かせた。
同年 8 月に行われた大統領選挙について、最高裁
が選挙そのものを無効とし、いったんは選挙管理
委員会が宣言した現職 U・ケニヤッタ大統領の再
選も無効であると判断したのであった。ケニア国
内のメディアはもとより、CNN、BBC など国際メ
ディアもこぞって、この件をアフリカ初であると
して驚きとともに報じた。 
以後ケニアでは、再選挙の実施、野党側による

選挙ボイコットと、選挙をめぐって混乱が続いた。
その混乱とはいったいどのようなものだっただろ
うか。背景には何があったのか。その後、問題は解
決したのだろうか。 
第 3 回のこの欄では、問題の多かった 2017 年 8

月の大統領選挙について、野党側が司法を通じて
不服を申し立てていった様子をふりかえってみよ
う 1。 
 
 

 
（写真左）U・ケニヤッタ大統領 
（写真右）R・オディンガ元首相 

抗議の暴動発生 

「ケニヤッタ大統領の再選」は、与党側にして
みれば当然の結果だったかもしれない。2017 年国
政選挙では、同日に実施された他のいずれの選挙
――上院議員選挙、下院議員選挙、カウンティ知事
選挙――でも、ジュビリー党が単独で第 1 党にな
っていた 2。EU 選挙監視団をはじめとする国際的
選挙監視団も、選管による発表からまもなく、ケ
ニヤッタ大統領再選との結果を追認した。 
しかし、野党支持者の多い地域の反応は、それ

らとはまったく異なったものだった。上述したナ
イロビのキベラやマザレ、オディンガの出身地に
近い西ケニア旧ニャンザ州の地方都市などでは、
ケニヤッタ再選との選管発表を受けて暴動が発生
した。町中では銃声が聞かれ、抗議行動をおこな
う人々と警察が衝突した。 
死傷者の数は、発表媒体によって、数人から

NASA 側の主張した「100 人」まで幅があったも
のの、少なくない数の犠牲者が発生したことは確
かであった。ケニアの NGO のひとつ、「市民社会
ネットワーク」（Civil Society Network）は、オデ
ィンガの地元だけでなく、インド洋に面した旧コ
ースト州でも 6 人が死亡したとし、立ち入りでき
ない地域があるため死者はもっと多いはずだとし
た。同じく NGO の「ケニア全国人権委員会」
（Kenya National Human Rights Commission）が
報告した数値はもっと多く、射殺による死者が 24
人にのぼったとした。ケニア赤十字は、少なくと
も 93 人の死傷者を確認したと発表した。ナイロビ
のいわゆるスラム地域で 10歳の少女を含む児童 3
人が治安当局の発砲により死亡した事件は、国内
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各紙でとりわけ大きく報じられた（たとえば
Nation, August 13, 2017; Star, August 12, 2017）。 

 
州県制時代（～2010年）の州名 

 
（出所）筆者作成。 

 
先鋭化した与野党対立 

ただし、こうした事態が野党支持の強い地域に
集中しており、全国レベルへの拡大が見られなか
ったことにも目をとめておく必要がある。この頃
のケニヤッタ大統領は、平和を呼びかけるととも
に、オディンガに対して選挙への不服申し立ては
司法を通じておこなうように呼びかけるなど、落
ち着いた振る舞いを見せていた。外交団も「ケニ
ヤッタ再選」を既定路線とする方向に動き出して
いた。12 日の段階でイギリスの外務大臣がいち早
くケニヤッタ大統領の再選を祝うメッセージを発
したのに続き、14 日までに EU、中国、イスラエ
ルが、ケニヤッタ大統領の当選を祝うメッセージ
を寄せている。 
つまり、この時のケニアでみられたのは、全般

的な平静さと一部地域での暴力行使という、際立
った対比であった。ケニアにおいては、与党支持
者と野党支持者の分布が、地域ひいては民族のラ
インに沿って現れる傾向が、2007/08 年紛争以来

とりわけ強まっている。この 2017 年大統領選挙も
例外ではなかった。選管が発表した「ケニヤッタ
再選」という発表への反応は、選挙に不正があっ
たとして受け入れを拒否する旧ニャンザ州、旧西
部州、インド洋に面した旧コースト州などの野党
支持地域と、再選を当然視する旧中央州（ケニヤ
ッタの出身州）、リフトバレー州（ケニヤッタのラ
ンニングメートの出身州）など、それ以外の地域
とで鋭い対照を示していたのである。 
ケニヤッタ政権は、野党支持者に対する警察の暴

力行使を基本的に容認していたとみてよい。先ほど
挙げた児童3人が亡くなった事件に対しても内務大
臣代行は、暴動の取り締まりに実弾は使用しておら
ず死者の報告も受けていないなどとしたうえ、発砲
で死亡したのであれば、「犯罪者だったのではない
か」と発言している（Nation, August 13, 2017）。 
他方オディンガは、ナイロビで児童 3 人が死亡

した直後、大統領選挙「結果」発表の後としては初
めて人前に姿を現し、「ジュビリー側は票を盗んだ
うえ（中略）罪のない人びとの血を流した」と政権
を強く批判し、大統領選挙で勝利したのは自分だ
とも発言した（Nation, August 14, 2017）。 
与野党間の対決は先鋭化の度合いを高めていった。 

 
データ公開の遅れ 

ケニアでは、司法を通じた不服申し立てをおこ
なう場合、申し立ての期限は選管による結果発表
から 7 日以内（この場合は 8 月 18 日まで）と憲法
で定められている。しかし、結果発表から 4 日経
った 15 日になっても、選管は大統領選の集計結果
が記された 34A や 34B などのフォーム類を公開
できていなかった。選管が集計フォームの公開を
拒否しているとの NASA 側の批判に対し選管は、
フォーム 34Aの一部公開を始めたがフォーム 34B
には技術上の問題があってまだアクセスできない
と釈明し、依然として各フォームを外部が精査で
きる状態にないことを露呈した（Star, August 16, 
2017）。その翌日になっても、選挙区レベルの集計
結果が記されているはずのフォーム 34Bの公開は

https://www.the-star.co.ke/news/2017/08/12/10-year-old-among-11-shot-dead-as-mathare-post-election-anger-boils_c1615395
https://www.the-star.co.ke/news/2017/08/16/produce-forms-34b-now-nasa-tells-iebc-as-aukot-claims-errors_c1617026
https://www.the-star.co.ke/news/2017/08/16/produce-forms-34b-now-nasa-tells-iebc-as-aukot-claims-errors_c1617026
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進まず、投票所レベル集計結果が記されたフォー
ム 34A も全数公開に至っていなかった。 
オディンガが司法を通じた不服申し立てをおこ

なうと発表したのはこの日（2017 年 8 月 16 日）
だった。オディンガは、「コンピューター作成の大
統領が誕生した過程を世界に見せる」と述べて、
（1）公示にない投票所があり、ケニヤッタ票の捏
造に使用された、（2）ケニヤッタとオディンガの
得票差が速報値で常に 11％ポイントだったこと
は統計的に見て異常である、（3）フォーム 34Aが
一部公開されたのみでフォーム 34Bは未だに示さ
れず、全国集計結果に根拠がない、（4）選管事務
官の殺害後に IEBC サーバがハッキングされた記
録がある、など数多くの不備、不正があるとして
選管による大統領選挙の運営を強く批判した。 
オディンガのこの発表からまもなく、選管はつ

いに選挙区レベルの集計結果が記載されたすべて
のフォーム 34B を公開した。筆者もこの時公開さ
れたフォーム 34B を閲覧したが、（1）選管係官や
政党エージェントの署名がない、（2）用紙の書式
がまちまちでコピーが使われた形跡がある、（3）
投票所レベルの集計結果と整合性がないなど、不
備な点が多々あることがみてとれた。また、この
時点でもなお、40,000 以上あった投票所の数だけ
あるはずのフォーム 34A のうち、約 6,000 点が未
公開であり、精査自体ができない状態であった
（Lynch 2017）。選管が何を根拠に大統領選挙の
「結果」を宣言したのか、外部からは検証できな
い状態だったのであり、野党側が受け入れを拒否
したことには一定の根拠があったといってよい。 
 
オディンガ側による大統領選挙不服申し立て 

オディンガ候補が実際に大統領選挙結果への不
服を最高裁に申し立てたのは、申し立て締め切り
当日の 2017 年 8 月 18 日であった。申し立て文書
の中でオディンガとランニングメートのムシオカ
副大統領候補は連名で、電子的選挙システム（仕
組みについては連載第 2 回を参照）にみられた上
述の問題を詳細に挙げたほか、ケニヤッタ政権の

大臣 3 名が不法にケニヤッタを応援する選挙キャ
ンペーンをおこなうなど、投票以前の段階でも問
題があったと主張した 3。これらを踏まえオディン
ガ側は、最高裁に対し、ケニヤッタ大統領再選と
の選管による発表を無効と宣言すること、選管お
よびケニヤッタ大統領が選挙不正をおこなったと
宣言すること、大統領選挙全体を無効とし、選管
に再選挙の実施を命令することを求めた（その他
の請求内容は ROK 2017 を参照）。 
これに対し、ケニヤッタ大統領の弁護団は、不正

への関与を否定するとともに、選管係官のミスがあ
ってもそれは選挙自体を無効にするには十分では
ないと主張した。選管側は、ハッキングを否定した
ほか、集計フォーム類の偽造防止措置に法的義務は
ないなどとして、訴えは無効だと主張した。 

 
2013年大統領選挙での司法判断――野党側敗訴 

この不服申し立て裁判では、のちにオディンガ側
の主張が認められ、大統領選挙そのものが無効と判
断されることになる。しかし、訴えを起こしたこの
段階では、当の野党側ですら不服申し立て裁判を重
視する姿勢を見せていなかった。この点をもう少し
みておこう。 
司法を通じた不服申し立てにおいて、このとき重

要な参照枠だったとみられるのは、2013 年の大統
領選挙である。ケニアでは、2013 年の大統領選挙
でも選管に対する深刻な疑義が呈され、野党側――
大統領候補はやはりオディンガだった――が最高
裁に不服申し立てを起こしている。しかし、この
2013 年の不服申し立て裁判で最高裁は、根拠に脆
弱性のある司法判断をおこなって、当時の現職大統
領が支持を表明していた候補――ケニヤッタだっ
た――の当選を承認している。この司法判断は、中
立性を欠いているとして様々な層から批判された
（詳細は津田 2016）。オディンガ側が、紛争回避を
最優先するとして司法判断の受け入れを表明した
ことで、このときはいったん決着がついたが、司法
の中立性への疑義は残ったままとなった。 

http://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare/Eyes/2018/ISQ201820_004.html
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表 1 2017年 8月のケニア国政選挙結果 
大統領 ケニヤッタ候補の得票 

（得票率） 
   8,203,290 

（54.27%） 
 オディンガ候補の得票 

（得票率） 
   6,762,224 

（44.74%） 
下院議員  選出 任命 女性代表 計 

 ジュビリー党 140 6 25 171 
 オレンジ民主運動 62 3 11 76 
 ワイパー民主運動 19 1 3 23 
 アマニ全国評議会 12 1 1 14 
 FORDケニア 11 1 1 13 
 マシナニ党 2 0 0 2 
 NASA傘下 5政党 計 106 6 16 128 
 その他  44 0 6 50 
 下院議員合計 290 12 47 349 

上院議員 ジュビリー党（うち任命 10） 24 10 ― 34 
 オレンジ民主運動 13 7 ― 20 
 ワイパー民主運動 2 1 ― 3 
 アマニ全国評議会 2 1 ― 3 
 FORDケニア 1 0 ― 1 
 NASA傘下 5政党 計 18 9 ― 27 
 その他 5 1 ― 6 
 上院議員合計 47 20 ― 67 

カウンティ知事 ジュビリー党    25 
 NASA傘下 5政党 

（オレンジ 13、ワイパー2、FORD ケニア 2） 
   17 

 その他    5 
 カウンティ知事合計    47 

注 1） 政党名の原語は以下の通り（下院議席順）。オレンジ民主運動（Orange Democratic Movement）、ワイパ
ー民主運動（Wiper Democratic Movement-Kenya）、アマニ全国評議会（Amani National Congress）、FORD ケ
ニア（Forum for Restoration of Democracy-Kenya）、マシナニ党（Chama cha Mashinani）。 
注 2） マシナニ党は 8 月の大統領選挙後にジュビリー党との協力関係を開始した。 
注 3） 党別の獲得議席数は、ケニア官報に掲載された選管発表数値に基づいて計算した。 

出典） ケニア官報各号、European Union Election Observation Mission (EU-EOM) 2018 Final Report: Republic 
of Kenya General Elections 2017 （2018 年 1 月 16日ダウンロード）、Nasa n.d. A Strong Nation: National Super 
Alliance Coalition Manifesto 2017（2018 年 1月 16 日ダウンロード ）より筆者作成。 

 
 

 
2017年大統領選挙――不服申し立て裁判の軽視 

話を 2017 年に戻そう。2017 年 8 月に実施され
た大統領選挙への不服申し立てを起こしたとはい
え、この頃オディンガ側から聞こえてくる発言は、
司法判断にあまり期待をかけていない様子が垣間

見えるものだった。たとえば NASA 側ブレーンの
一人Ｄ・ンディエ（David Ndii、エコノミスト、キ
クユ人）は、不服申し立て後の 8月 22日に現地の
テレビ番組に出演した際、最高裁が大統領選挙へ
の不服申し立てについての解決を示さないことは
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あらかじめわかっているとし、NASA が大衆行動
（mass action）を準備していると発言している。
ンディエはこのとき、「選挙で問題解決しないなら
新国家を分離独立するという方法がある」とすら
述べていた（Nation, August 24, 2017）。ンディエ
の発言に限らず、この時期の NASA 側は大衆行動
に向けて準備するよう、野党支持者に繰り返し呼
びかけていた。野党側が、司法判断が示される日
をむしろ政権への抗議行動の開始日と位置づけて
いたようにもみえるのである。 
一方でケニヤッタ大統領も、8 月後半に指示を

出して、上下国会を 8 月 31 日に招集した。招集を
指示したのも、国会開会日も、いずれも不服申し
立て裁判の判決が出される期限の日（9 月 8 日）
より前というタイミングだったことが、ここでは
重要である。大統領としての正統性が十分でない
のに国会を招集するのは不適切だとして野党側は
強く反発したものの、国会は 8 月 31 日に開会し
た。初回の国会では、与党ジュビリー側の議席の
数的優位を背景に、上下両院のいずれにおいても
ジュビリー側から議長、副議長が選出された。野
党側が不服申し立て裁判に大きな期待を寄せずむ
しろ大衆行動を準備していたように、おそらくこ
の頃のケニヤッタ大統領側も、不服申し立て裁判
で再選が裏書きされることを前提に動いていたの
ではないだろうか。 
それだけに、9月1日の最高裁判断は、与野党双

方にとっておどろくべきものだった。（つづく）■ 
 
 

［注］ 
1. 本稿執筆にあたっては、Daily Nation、East 
African、Standard、Star 等の主要な現地紙および、
Independent Electoral and Boundaries Commission、
Kenya Law、Judiciary等の主要なサイトを参照した。
紙幅の都合により、本文中での引用を除いて記事の
詳細については省略する。 
2. ジュビリー党の獲得議席はそれぞれ以下の通り
だった。上院47議席中24議席、下院290議席中140
議席、下院女性代表47議席25議席、47カウンティ知
事中25知事。詳細を表1で示したので参照されたい。 
3. オディンガらは、（1）公人がケニヤッタ候補への
投票を呼びかけたこと、（2）その際の運営費が公費で
まかなわれたこと、（3）往復に公用車が使用されたこ
となどを指摘した。ケニアの法律は、これらをいずれ
も禁じている（選挙法2条、選挙違反法 14、15条）。 
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	2. ジュビリー党の獲得議席はそれぞれ以下の通りだった。上院47議席中24議席、下院290議席中140議席、下院女性代表47議席25議席、47カウンティ知事中25知事。詳細を表1で示したので参照されたい。
	3. オディンガらは、（1）公人がケニヤッタ候補への投票を呼びかけたこと、（2）その際の運営費が公費でまかなわれたこと、（3）往復に公用車が使用されたことなどを指摘した。ケニアの法律は、これらをいずれも禁じている（選挙法2条、選挙違反法14、15条）。
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